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授業の欠席に関する取り扱い 
平成３１年１月２２日 教務協議会 

  

１．次の各号の理由により授業を欠席する場合は、一定の様式に基づく届けを提出することにより福
島大学単位認定規程第 3 条第 3 項に規定する欠席時数として算入しないこととする（但し、集中
講義を除く）。 

 
（１）教育職員免許法上の必修科目である｢教育実習｣、｢介護等体験｣、児童福祉法上の必修

科目である「保育実習」及び公認心理師法上の必修科目である「心理実習」に参加する場合 
 
（２）学校保健安全法の規定に基づく学長による出席停止の指示に従う場合 
 
（３）裁判員制度による裁判員及び裁判員候補者に選任された場合 
 
（４）親族が死亡した場合で、葬儀その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために通

学ができないとき（＊） 
  
２．上記の他に欠席時数として算入しない取り扱いとする場合は、全学教務協議会でこれを認定す

る。 
 
３．上記の理由により欠席した学生については、当該科目担当教員は単位の認定上不利益となら

ないよう代替措置を講じるものとする。 
 
４．この取り扱いは平成３１年度から適用する。 
 
５．この取り扱いの制定に伴い、「『公欠』についての申し合わせ」は廃止する。 
 
（＊）１（４）の親族の範囲は、①配偶者、②一親等（父母、子）、③二親等（祖父母、兄弟姉妹、

孫）とし、その期間は、親族の範囲が①、②の場合、連続７日間（休日を含む）の範囲内の期間、③の
場合、連続３日間（休日を含む）の範囲内の期間とする。 
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福島大学単位認定規程 
平成１７年２月１７日 

改正 平成２９年３月１７日 
改正 平成３１年１月２２日 

(趣旨) 
第１条 この規程は、福島大学試験規則(昭和４４年３月１８日制定。以下「試験規則」と

いう。)第９条の規定に基づき、単位の認定に関し、必要な事項を定める。 
(履修登録) 

第２条 学生は、受講する科目について、所定の期間に履修登録の手続を行わなければな

らない。 
２ 履修登録を撤回しようとする時は、所定の期間に履修登録撤回の手続を行わなければ

ならない。 
３ 前項に規定する期間を過ぎてから、病気や事故などやむを得ない理由及び休学や留学

などで受講を継続することが困難になった場合については、所定の期間に同項の手続を

行うことがある。 
(単位の認定) 

第３条 単位の認定は、各科目について次の５段階で評価し、ＳからＣを合格とする。 
評語 学修成果 評点 
Ｓ 単位認定基準を満たし、かつ、全ての項目で優秀な学

修成果をあげた 
90点～100点 

Ａ 単位認定基準を満たし、かつ、多くの項目で優秀な学

修成果をあげた 
80点～89点 

Ｂ 単位認定基準を満たし、かつ、いくつかの項目で優秀

な学修成果をあげた 
70点～79点 

Ｃ 単位認定基準を満たす最低限の学修成果をあげた 60点～69点 

Ｆ 単位認定基準の学修成果をあげられなかった 59点以下 

２ 評価は、筆記試験、論文、報告書、実技又は平常の成績等によって行う。 
３ 受講する科目の欠席時数が当該科目の総授業時数の３分の１を超えた場合は、原則と

して当該科目の単位認定は行わない。 
４ 第１項に規定する評価以外に、教育実習等に合格した場合は「G」で、他大学等で修

得した科目等を認定された場合は「N」で評価する。 
(授業料未納期間の単位認定) 

第４条 福島大学学則(昭和２４年６月１日制定。以下「学則」という。)第２６条第１項

の規定により除籍された者のうち、授業料未納期間にかかる単位の認定はしないものと

する。ただし、学則第２６条第１項第５号により除籍された者で再入学を許可された者

が、当該未納期間の授業料に相当する額を納入した場合は、その期間にかかる単位を認

定するものとする。 
 

附 則 

１ この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 



 

２ 平成１７年３月３１日から引き続き在学する者及び福島大学学則(昭和２４年６月１日

制定。)第２０条から第２１条の２の規定により教育学部、行政社会学部及び経済学部に

入学を許可される者に係わる単位認定の評価基準は、第３条の規定にかかわらず、次の

とおりとし、可以上を合格とし、不可を不合格とする。また、改正前の試験規則第６条

に基づく試験及び再試験に合格した者の成績は、５０点とし、出席時数の不足により受

験資格を失った場合または正規試験を受験しなかった場合で試験期間終了の翌日までに

追試験の手続きを行わなかった場合は、当該科目を無効とし、不正行為をした場合は、

その学期における当人の全ての履修登録科目を無効とするものとする。 
評価 基準 
優 １００点を満点として８０点から１００点まで 
良 １００点を満点として６０点から７９点まで 
可 １００点を満点として５０点から５９点まで 
不可 １００点を満点として５０点未満 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 
２ 平成３１年３月３１日から引き続き在学する者及び福島大学学則(昭和２４年６月１日

制定。)第２０条から第２１条の２の規定により、平成３２年度までに人間発達文化学

類、行政政策学類、経済経営学類及び共生システム理工学類に入学を許可される者に係

わる単位認定の評価基準は、第３条の規定にかかわらず、次のとおり５段階で評価し、

AからDを合格とする。また、改正前の本規程第２条第３項に基づく未完了の手続き

についても引き続き適用する。 
評価 基準 

A きわめて優秀 
B 優秀 
C 望ましい水準に達している 
D 望ましい水準に達していないが不合格ではない 
F 不合格 

 



 

２０１８年度入学生までの 

英語に係る技能審査の単位認定に関する要項 

 
制定 平成１７年２月１７日 専門教育委員会 

改正 平成１９年３月５日 

改正 平成２３年２月２２日 教務協議会 

改正 平成２４年２月２９日 教務協議会 

改正 平成２８年７月２０日 教務協議会 

改正 平成３１年３月２０日 教務協議会 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、福島大学学則（以下「学則」という。）第１３条の６第３項の規定に基づ 

き、英語に係る技能審査の単位認定に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（単位を認定する技能審査） 

第２条 本学における授業科目の履修とみなし、単位を認定する技能審査は、次のとおりとす 

る。 

一 実用英語技能検定 

二 ＴＯＥＩＣ 

三 ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ） 

四 ＩＥＬＴＳ 

五 国際連合公用語英語検定試験 

 

（単位を認定する授業科目及び単位数等） 

第３条 在学中に当該試験に合格又は規定以上のスコアを取得した学生は、申請により、単位 

認定を受けることができる。単位を認定する級及びスコア並びに認定できる単位数について 

は別表のとおりとする。 

２ 前項により与えることのできる単位のうち自由選択領域４単位を限度として卒業に必要な 

単位に含めることができる。 

３ 前２項により与えることのできる単位数は、学則第１３条の５第１項及び第２項並びに同 

第１３条の７第１項及び第２項の規定により本学において修得したものとみなすことのでき 

る単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

４ 単位は、福島大学単位認定規程（平成１７年２月１７日制定）に基づき、「Ｎ」で評価する。 

 

 （単位認定の申請期間） 

第４条 単位の認定を申請する者は、所定の単位認定願に合格証明書等の書類を添えて次の期 

日までに提出しなければならない。 

一 申請時期が前期 ８月１日より１週間（１日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

二 申請時期が後期 １月１０日より１週間（１０日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

 

（単位の認定方法） 

第５条 単位の認定可否は、教務委員が判定する。 

 

平成 31 年 4 月 1 日更新  



 （単位の通知） 

第６条 単位の認定結果は、成績通知書により通知する。 

 

附 則 

この要項は、平成１７年４月１日から施行し、平成１７年度の入学に係る者から適用する。 

附 則 

この要項は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２８年７月２０日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成３１年４月１日から施行し、２０１８年度までの入学に係る者までの適用 

とする。（２０２０年度編入学生までを含む） 

 

別表 

資格試験名 級・点数 科目区分 認定単位数 

実用英語技能検定 

（日本英語検定協会） 

準１級以上 自由選択

領域科目 

４単位 

ＴＯＥＩＣ 

（Educational Testing Service） 

600 点以上 自由選択

領域科目 

４単位 

ＴＯＥＦＬ（ｉＢＴ） 

（Educational Testing Service） 

62 点以上 自由選択

領域科目 

４単位 

ＩＥＬＴＳ 

（International English Language Testing System） 

5.5 点以上 自由選択

領域科目 

４単位 

国際連合公用語英語検定試験 

（日本国際連合協会） 

Ｂ級以上 自由選択

領域科目 

４単位 

 



 

英語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項 

 
制定 平成１７年２月１７日 専門教育委員会 

改正 平成２９年６月２７日 教務協議会 

改正 平成３１年３月２０日 教務協議会 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は，英語の語学研修に係る学修の単位認定に関し，必要な事項を定める 

ものとする。 

 

（単位を認定する語学研修） 

第２条 本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定する語学研修は，次のとおり 

とする。 

一 本学が実施する短期語学研修 

二 その他前号に準ずる短期語学研修 

 

（単位を認定する授業科目及び単位数等） 

第３条 当該研修を修了した学生は，申請により，単位認定を受けることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位のうち自由選択領域科目または自由選択２単位を 

限度として卒業に必要な単位に含めることができる。 

３ 単位は，福島大学単位認定規程（平成１７年２月１７日制定）に基づき，「Ｎ」で評価 

する。 

 

（単位認定の申請期間） 

第４条 単位の認定を申請する者は，所定の単位認定願に講座実施機関発行の修了書または 

それに代わるものを添えて次の期日までに提出しなければならない。 

一 申請時期が前期 ８月１日より１週間（１日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

二 申請時期が後期 １月１０日より１週間（１０日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 

 

 （単位の認定方法） 

第５条 本学の教務委員は，次に掲げる条件を満たす場合において，単位を認定する。 

一 事前・事後指導が行われていること 

二 出発以前に所定の計画書を教務委員に提出し，承認を得ること 

 

 （単位の通知） 

第６条 単位の認定結果は，成績通知書により通知する。 

 

附 則 

この要項は，平成１７年４月１日から施行し，平成１７年度の入学に係る者から適用する。 

附 則 

この要項は，平成２９年６月２７日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成３１年４月１日から施行する。 

平成 31 年 4 月 1 日更新  
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２０１８年度入学生までの 
英語以外の外国語に係る技能審査の単位認定に関する要項 

 
制定 平成１７年２月１７日専門教育委員会 
改正 平成１８年４月１日 
改正 平成２３年２月２２日教務協議会 
改正 平成２６年３月２０日教務協議会 
改正 平成３１年２月２０日教務協議会 

 
（趣旨） 

第１条 この要項は，福島大学学則（以下「学則」という。）第１３条の６第３項の規定に基づき，

英語以外の外国語に係る技能審査の単位認定に関し，必要な事項を定めるものとする。 
 

（単位を認定する技能審査） 
第２条 本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定する技能審査は，次のとおりとする。 
一 ドイツ語技能検定試験 
二 共通ヨーロッパ語学証明書―ドイツ語 
三 実用フランス語技能検定試験 
四 フランス文部省認定フランス語資格試験 
五 中国語検定試験 
六 ＨＳＫ漢語水準考試 
七 ロシア語能力検定公開試験 
八 スペイン語技能検定 
九 韓国語能力試験 
十 日本語能力試験 

 
（単位を認定する級，授業科目及び単位数等） 

第３条 当該試験に合格した学生は，申請により，単位認定を受けることができる。単位を認定

する級及び授業科目並びに認定できる単位数は，別表のとおりとする。 
２ 前項により与えることのできる単位数は，学則第１３条の５第１項及び第２項並びに同第１

３条の７第１項及び第２項の規定により本学において修得したものとみなすことのできる単位

数と合わせて６０単位を超えないものとする。 
３ 単位は，福島大学単位認定規程（平成１７年２月１７日制定）に基づき，「Ｎ」で評価する。 
 
 （単位認定の申請期間） 
第４条 単位の認定を申請する者は，所定の単位認定願に合格証明書等学修の成果を明らかにす

る書類を添えて次の期日までに提出しなければならない。 
一 入学前の申請 入学前年度の３月３１日まで（３１日が土・日・祝日の場合はその翌日と

する） 
二 入学後の申請 
① 申請時期が前期 ８月１日より１週間（１日が土・日・祝日の場合はその翌日とする） 
② 申請時期が後期 １月１０日より１週間（１０日が土・日・祝日の場合はその翌日とす 

る） 
 
 （単位の認定方法） 
第５条 単位の認定可否は，当該言語の責任教員が判定する。 
 
 （単位の通知） 
第６条 単位の認定結果は，成績通知書により通知する。 
 

附 則 

平成 31 年 4 月 1 日更新 



2 
 

この要項は，平成１７年４月１日から施行し，平成１７年度の入学に係る者から適用する。 
附 則 

この要項は，平成１８年４月１日から施行し，平成１７年度の入学に係る者から適用する。 
附 則 

この要項は，平成２３年４月１日から施行し，平成１７年度の入学に係る者から適用する。 
附 則 

この要項は，平成２６年４月１日から施行し，平成１７年度の入学に係る者から適用する。 
附 則 

この要項は，平成３１年４月１日から施行し，平成１７年度の入学に係る者から適用する。 
 

別表 
資格試験名 級 科目名 認定単位数 

ドイツ語技能検定試験 
（ドイツ語学文学振興会） 

４級 初級Ⅰ・Ⅱ ４単位 
３級 中級 ４単位 

共通ヨーロッパ語学証明書－ドイツ語 
（欧州理事会文化協調会議教育委員会） 

A１※ 初級Ⅰ・Ⅱ ４単位 
A２※ 中級 ４単位 

実用フランス語技能検定試験 
（フランス語教育振興協会） 

５級 初級Ⅰ ２単位 
４級 初級Ⅱ ２単位 
３級 中級 ４単位 

フランス文部省認定フランス語資格試験 
DELF・DALF（DELF・DALF 委員会） 

A１ 初級Ⅰ・Ⅱ ４単位 
A２ 中級 ４単位 

中国語検定試験 
（日本中国語検定協会） 

準４級 初級Ⅰ ２単位 
４級 初級Ⅱ ２単位 
３級 中級 ４単位 

ＨＳＫ漢語水準考試 

（孔子学院総部／国家漢弁） 

１級 初級Ⅰ ２単位 
２級 初級Ⅱ ２単位 
３級 中級 ４単位 

ロシア語能力検定公開試験 
（東京ロシア語学院） 

４級 初級Ⅰ・Ⅱ ４単位 
３級 中級 ４単位 

スペイン語技能検定 
（日本スペイン協会） 

６級 初級Ⅰ ２単位 
５級 初級Ⅱ ２単位 
４級 中級 ４単位 

韓国語能力試験 
（韓国教育財団） 

１級 初級Ⅰ ２単位 
２級 初級Ⅱ ２単位 
３級 中級 ４単位 

日本語能力試験（注２） 
（日本国際教育支援協会） Ｎ１ 日本語Ⅰ ２単位 

※Ａ１(Start Deutsch 1 または Fit in Deutsch 1)、※Ａ２(Start Deutsch 2) 

 

注) １ 単位を認定された授業科目の級以下の授業についても合わせて単位を認定する。 

また、別表記載の資格試験の級より上位の級に合格したものについても、同様に単位を認

定する。 

ただし，本学ですでに単位を修得した授業科目及び単位認定を受けた授業科目について，

重ねて単位認定は行わない。 
２ 日本語は外国人留学生に限る。 



２０１８年度入学生までの 

英語以外の外国語の語学研修に係る学修の単位認定に関する要項 
 

制定 平成１７年２月１７日専門教育委員会  
改正 平成２１年２月１７日教 務 協 議 会 

                       改正 平成３１年２月２０日教 務 協 議 会 
 

（趣旨） 

第１条 この要項は，英語以外の外国語の語学研修に係る学修の単位認定に関し，必要な事項

を定めるものとする。 

 

（単位を認定する外国語の語学研修） 

第２条 本学における授業科目の履修とみなし，単位を認定する研修は，次のとおりとする。 

 一 当該言語圏の信頼すべき機関が開設する授業時数２０時間以上の外国語講座 

 二 当該言語圏の信頼すべき機関が開設する授業時数２０時間以上の文化講座 

 

 （単位を認定する授業科目及び単位数等） 

第３条 当該研修を修了した学生は，申請により，単位認定を受けることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位のうち中級又は上級４単位を限度として卒業に必要な

単位に含めることができる。 

３ 単位は，福島大学単位認定規程（平成１７年２月１７日制定）に基づき，「Ｎ」で評価する。 

 

 （単位認定の申請期間） 

第４条 単位の認定を申請する者は，所定の単位認定願に講座実施機関発行の修了書またはそ

れに代わるものを添えて次の期日までに提出しなければならない。 

一 申請時期が前期 ９月２０日より１週間（２０日が土・日・祝日の場合はその翌日と

する） 

二 申請時期が後期 ３月２０日より１週間（２０日が土・日・祝日の場合はその翌日と

する） 

 

 （単位の認定方法） 

第５条 本学の各外国語責任教員は，次に掲げる条件を満たす場合において，単位を認定する。 

一 事前指導を受けていること 

二 当該外国語初級Ⅱの単位を修得後に行った研修であること，又は当該外国語初級Ⅱ

を履修中，正規試験期間終了後に行った研修であること。ただし，後者の場合，当該

学期に初級Ⅱの単位を修得しなければならない。 

三 出発以前に所定の計画書を責任教員に提出し，承認を得ていること 

四 研修終了後，レポートを提出し，当該言語の責任教員の指導を受けていること 

 

 （単位の通知） 

第６条 単位の認定結果は，成績通知書により通知する。 

 

附 則 

この要項は，平成１７年４月１日から施行し，平成１７年度の入学に係る者から適用する。 

平成 31 年 4 月 1 日更新  



附 則 

この要項は，平成２１年２月１７日から施行する。 

附 則 

この要項は，平成３１年４月１日から施行する。 
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・共通領域担当
・教務情報担当
・ふくしま未来学推進室事務
　局 (ＣＯＣ担当 )
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